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伊予鉄バス株式会社 ＩＣカード乗車券 取扱規則 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、伊予鉄バス株式会社（以下、「当社」という。）が、西日本旅客鉄道株式会社（以

下、「ＪＲ西」という。）が発行するＩＣカードを媒体としたストアードフェアカード、（定期

乗車券機能を搭載したものを含む。以下、「ＩＣカード乗車券」という。）の利用者に提供す

るサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 当社が発行するＩＣカード乗車券（以下、ストアードフェアカードを「ＩＣＯＣＡ乗車券」、

定期券カードを「地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券」という。※「別表１－１」）による当社路線に

係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。なお、他社が発行した全国

相互利用が可能なＩＣカード乗車券（以下、「他社が発行したＩＣカード乗車券」という。※

「別表１－２」）による当社路線に係る旅客の運送等については、別途 「第５章他社が発行

したＩＣカード乗車券」に定めるところによる。 

２   この規則が改定された場合、以後のＩＣカード乗車券による旅客の運送等については、改定

された規則の定めるところによる。 

３   この規則に定めていない事項については、別に定めるものによる。 

別に定めるものの主なものは、次のとおり。 

・当社 一般乗合旅客自動車運送事業運送約款 

・西日本旅客鉄道株式会社（以下ＪＲ西という。）のＩＣカード乗車券取扱約款 

 

（用語の意義） 

第３条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。 

（１） 「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス全路線（高速バスを除く）をいう。 

（２） 「ＳＦ（ストアードフェア）」とは、ＩＣ乗車券に記録される金銭的価値をいう。 

（３） 「ＩＣＯＣＡ」とは、ＳＦの機能のみを持つＩＣＯＣＡ乗車券をいう。 

（４） 「小児用ＩＣＯＣＡ」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児

のご利用に供するＩＣＯＣＡをいう。  

（５） 「地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券」とは、券面に印字を行わず、当社及び伊予鉄道株式会社で通

用する定期乗車券とストアードフェアカードの機能を持つＩＣカード乗車券をいう。当該定

期乗車券の情報は地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とともに交付する地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券内

容控に表示する。 
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（６） 「小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券」とは、小児のご利用に供する地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期

券をいう。  

（７） 「地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券内容控」（以下、「定期券内容控」という。）とは、本条第５号、

第６号の定期発売時に併せて交付する定期券内容を記載した控えをいう。 

（８） 「ＩＣＯＣＡ定期券」とは、鉄道会社等の他社で発売し、券面に定期乗車券の表記を行った

ものであって、定期乗車券の機能のみを持つ又は定期乗車券とＳＦカードの機能を持つＩＣ

ＯＣＡ乗車券をいう。 

（９） 「小児用ＩＣＯＣＡ定期券」とは、小児のご利用に供するＩＣＯＣＡ定期券をいう。 

（１０） 「乗車」とは、当社路線においてバス車両に乗車することをいう。 

（１１） 「降車」とは、当社路線においてバス車両から降車することをいう。 

（１２） 「リーダーライター（Ｒ／Ｗ）」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設

置したもの（以下、「乗車Ｒ／Ｗ」という。）と降車処理をするために設置したもの（以下、

「降車Ｒ／Ｗ」という。）がある。 

（１３） 「チャージ」とは、ＩＣい～カードＩＣカード乗車券に入金してＳＦを積み増しすることを

いう。 

ただし、保有するい～カードポイントをＳＦに交換することもいう。 

（１４） 「デポジット」とは、返却することを条件にＩＣカード乗車券の利用権の代価をいう。 

（１５） 「定期利用者」とは、第７号に記載された氏名をいう。  

（１６） 「スマートＩＣＯＣＡ」とは、ＪＲ西が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登

録したＩＣＯＣＡ又はＩＣＯＣＡ定期券であって、サービス内容及び利用乗車券等について、

ＪＲ西が定めたものをいう。 

（１７） 「簡易型車載機」とは、精算処理をするための機器をいう。 

（１８） 「モバイルデバイスのＩＣＯＣＡ」とは、ＩＣＯＣＡ乗車券のうち、ＪＲ西が指定した携帯

情報端末のアプリケーションにおいて使用するＩＣＯＣＡ又はＩＣＯＣＡ定期券であって、

サービス内容及びご利用条件等についてモバイル規約に約定したものをいう。 

 

（ＩＣカード乗車券の種類） 

第４条 ＩＣＯＣＡ乗車券及び地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の種類は「別表１－１」及び「別表１－２」

に定めるものとする。 

 

（契約の成立時期及び適用規定） 

第５条 ＩＣＯＣＡ乗車券による契約の成立時期は、ＩＣＯＣＡ乗車券を購入したときとする。 

２  個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車Ｒ／Ｗで乗車処理をしたときとする。 

また、簡易型車載機で精算処理をしたときとする。 

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券にかかわる運送契約は、その地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発売し

たときに成立したものとする。 
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（規則等の変更） 

第６条 当社は、民法５４８条の４の規定に基づき、以下の場合は、本規程を予告なしに変更するこ

とがある。 

 

（旅客の同意） 

第７条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したもの

とする。また、前条により規定を変更した場合も、旅客が変更後に本サービスを利用したこ

とをもって、旅客は規定に同意したものとする。 

 

（取扱区間） 

第８条 当社線におけるＩＣＯＣＡ乗車券の取扱区間は当社乗合バス全路線（高速バスを除く。）とす

る。 

 

（使用方法） 

第９条 ＩＣＯＣＡ乗車券を用いて乗車するときは乗車Ｒ／Ｗで乗車処理を行い、降車するときは同

一のＩＣカード乗車券により降車Ｒ／Ｗで降車処理を行わなければならない。 

２ 前項以外の場合は、降車するときに簡易型車載機で降車処理のみ行わなければならない。 

３ 前項の定めにかかわらず、ＩＣＯＣＡ乗車券はＩＣＯＣＡ乗車券取扱い窓口または簡易型車

載機で精算することができる。 

４   前各項の場合、ＳＦ残額は１０円単位で旅客運賃等に充当する。 

 

（発売箇所） 

第１０条 当社は、ＩＣＯＣＡ乗車券の発売等業務をＪＲ西から受託し、当社の指定する窓口で行う。 

２ ＩＣＯＣＡ乗車券の発売は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口で行う。 

３   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の発売は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口で行う。 

４ 当社の都合により、前２項で定めた発売箇所以外で発売することがある。 

 

（制限事項等） 

第１１条 １回の乗車につき、２枚以上のＩＣカード乗車券を同時に使用することはできない。 

２   乗車時に使用したＩＣカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該ＩＣカード乗車

券で再び乗車することはできない。 

３   次の各号の１に該当する場合には、ＩＣカード乗車券は直接リーダーライターで使用するこ

とができない。 

（１） 降車時にＳＦ残額が減額する運賃相当額に満たないとき。 

（２） ＩＣＯＣＡ乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりＩＣＯＣＡ乗車券の内容の読み

取りが不能となったとき。 

４   他の乗車券及び現金と併用して使用することはできない。 
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５   乗車時にＳＦ残額がない（０円）場合は、ＩＣＯＣＡ乗車券を使用することができない。（地

域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の有効期間内で券面表示区間内から乗車する場合を除く。） 

６   偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡ乗車券を使用することはできない。 

７   ＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦを使用して、当社窓口で旅客営業規則に定める乗車券との引換はで

きない。 

 

（制限又は停止） 

第１２条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に揚げる制限又は停止

をすることがある。 

（１） 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。 

（２） 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。 

２   前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示する。 

３   本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。 

 

（ＩＣカードの所有権） 

第１３条 ＩＣＯＣＡ乗車券に使用するＩＣカード乗車券の所有権は発行元であるＪＲ西に帰属する。 

２   ＩＣＯＣＡ乗車券が不要となったとき及びそのＩＣＯＣＡ乗車券を使用する資格を失ったと

きは、ＩＣＯＣＡ乗車券を返却しなければならない。 

３   当社及びＪＲ西の都合により、予告なく貸与したＩＣＯＣＡ乗車券を交換することがある。 

 

（デポジット） 

第１４条 当社はＩＣＯＣＡ乗車券を発売するにあたり、ＪＲ西が所有するＩＣＯＣＡ乗車券を旅客に

貸与するものとする。この場合、デポジットとしてＩＣＯＣＡ乗車券１枚につき５００円を

収受する。 

２   前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合がある。 

３   ＩＣＯＣＡ乗車券を旅客が返却したときは、第２６条、第２７条、第４１条及び第４２条に

定める場合を除き、発売時に収受したデポジットを返却する。 

４   デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。 

 

（ＩＣＯＣＡ乗車券の失効） 

第１５条 カードの交換、ＳＦの使用、ＳＦのチャージ又は地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券に付加した定期

乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、１０年間これらの取扱

いが行われない場合で、ＪＲ西が特に定めた場合にはＩＣＯＣＡ乗車券は失効することがあ

る。この場合の取扱いはＪＲ西の定めるところによる。 

 

（チャージ） 

第１６条 旅客はＩＣＯＣＡ乗車券に、ＩＣＯＣＡ乗車券取扱い窓口でチャージすることができる。 
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２   ＩＣカード乗車券のチャージ額は、「別表２」に定めるものとする。ただし、１枚当たりのＳ

Ｆ残額は２０，０００円を超えることはできない。  

 

（ＳＦ残額の確認） 

第１７条 旅客はＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦ残額をリーダーライター又はＩＣＯＣＡ乗車券取扱い窓口で

確認することができる。 

 

（スマートＩＣＯＣＡの取扱条件）  

第１７条の２ スマートＩＣＯＣＡにかかわる発売、発行、紛失再発行、払いもどし等のサービス内容及

びご利用条件等はスマートＪＲ西の規約及び別に定めるところによる。 

  

（モバイルデバイスのＩＣＯＣＡの取扱条件） 

第１７条の３ モバイルデバイスのＩＣＯＣＡにかかわる発行、機種変更、再発行、払いもどし等のサー

ビス内容及びご利用条件等はＪＲ西の規約及び別に定めるところによる。 

 

（ＳＦ利用履歴の確認） 

第１８条 旅客はＩＣＯＣＡ乗車券の利用履歴を当社窓口にて、次の各号に定めるとおり確認すること

ができる。 

（１） 利用履歴は、最近の利用履歴から２０件までさかのぼって印字することができる。 

（２） 正常に乗降処理がされていない場合は、利用履歴の確認はできない。 

（３） ２６週間を経過した利用履歴の確認はできない。 

 

第２章 ＩＣＯＣＡ 

 

（ＩＣＯＣＡ乗車券の所持資格） 

第１９条 各種ＩＣＯＣＡ乗車券の所持資格は「別表３－１」に定めるものとする。 

２   ＩＣＯＣＡ乗車券の購入に際しては、所定の申込書にＩＣＯＣＡ乗車券種別、氏名、生年月

日、住所等を記載し、提出しなければならない。 

３   ＩＣＯＣＡ乗車券は、当社及びＪＲ西が認める場合を除いて個人で複数枚を購入することが

できない。 

４   「別表３－１」の障害者割引設定大人用、障害者割引設定小児用及び障害者割引設定介護用

のＩＣＯＣＡ乗車券については、身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。 

 

（発売額） 

第２０条 ＩＣＯＣＡ乗車券の発売額は２，０００円（デポジット５００円を含む。）とする。 

２   前項にかかわらず、発売額を変更することがある。 
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（更新期限） 

第２１条 小児用ＩＣＯＣＡおよびＩＣＯＣＡ乗車券への身体障害者割引設定にはカード利用の更新期

限がある。 

２    更新期限は「別表３－１」に定めるものとし、更新手続きは、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取

扱い窓口において更新期限の１４日前から受け付ける。 

３   障害者割引設定大人用、障害者割引設定小児用及び障害者割引設定介護用のＩＣＯＣＡ乗車

券の設定更新手続きには、身体障害者手帳又は療育手帳の提示により本人確認が必要となる。 

４   更新手続きのためだけの乗車に限り、最寄りの地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口がある

停留所までの旅客運賃は無賃扱いとする。 

 

（小児用ＩＣＯＣＡの発売）        

第２２条 小児用ＩＣＯＣＡの購入の申し出があったときは、当該小児が１２才となる年度の３月３１

日までの間使用することができるＩＣカードを媒体として、小児用ＩＣＯＣＡを発売する。 

２ 小児用ＩＣＯＣＡの発売に際して、氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表３に定める

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券およびこどもＩＣＯＣＡ申込書（以下「購入申込書」という）に

記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を

証明しなければならない。 

３ 旅客は、小児用ＩＣＯＣＡに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを小児用Ｉ

ＣＯＣＡの発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。この場合、別

に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用ＩＣＯＣＡの記名人本

人又は代理人であることを証明しなければならない。 

 

（運賃の減算） 

第２３条 旅客がＩＣＯＣＡ乗車券を第９条の規定により使用する場合、降車時にＩＣＯＣＡ乗車券の

ＳＦから次の各号のとおり当該乗車区間の運賃を減算する。 

（１） ＩＣＯＣＡ乗車券……………………片道ＩＣ普通旅客運賃 

（２） 小児用ＩＣＯＣＡ……………………小児片道ＩＣ普通旅客運賃 

 

（小児用ＩＣＯＣＡの再印字）        

第２４条 小児用ＩＣＯＣＡは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。 

２ 券面表示事項が不明となった小児用ＩＣＯＣＡは、これをＩＣＯＣＡ乗車券取扱窓口に差し

出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。 

 

（効 力） 

第２５条 第９条の規定により使用する場合のＩＣＯＣＡ乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりと

する。 

（１） 当該乗車区間において片道１回の乗車に限り有効なものとする。 
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また、ＩＣＯＣＡ乗車券から大人の片道普通旅客運賃を減算することを承諾して使用する場

合には、小児が使用することができる。 

（２） 小児用ＩＣＯＣＡは、記名人のみが使用することができる。 

（３） 途中下車の取扱いは行わない。 

（４） 乗車Ｒ／Ｗ処理したＩＣＯＣＡ乗車券は、処理後８時間に限り降車Ｒ／Ｗが正常に処理され

る。 

 

（無効となる場合） 

第２６条 ＩＣＯＣＡ乗車券は、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポ

ジットは返却しない。 

（１） 旅行開始後のＩＣＯＣＡを他人から譲り受けて使用した場合。 

（２） その他不正乗車の手段として使用した場合。 

２   前項によるほか、小児用ＩＣＯＣＡにあっては、次の各号の１に該当する場合は、無効とし

て回収する。 

（１） 記名人以外の者が使用した場合。    

（２） 券面表示事項が不明となった小児用ＩＣＯＣＡを使用した場合。 

（３） 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ＩＣＯＣＡを使用した場合。 

（４） 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。 

３   第１項および第２項に該当する場合は、ＩＣＯＣＡの搭載された他の乗車券も回収する。 

４   第１項および第２項の規定によりＩＣＯＣＡを無効として回収する場合は、第５８条第２項  

の規定によりＩＣＯＣＡに付加された他社の乗車券は無効となる。 

５   偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡを使用した場合は、前項の規定を準用する。 

 

（不正使用未遂の場合の取扱方） 

第２７条 偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡ乗車券を使用しようとした場合は、これを無効

として回収する。 

２   前項に規定するほか、ＩＣＯＣＡ乗車券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、

これを無効として回収することがある。 

３   前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等） 

第２８条 第２６条第１項の規定により、ＩＣＯＣＡ乗車券を無効として回収した場合は、旅客の乗車

停留所からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その２倍に相当する額の増運賃とをあわせ

て収受する。 

２   前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しな

い場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。 
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（紛失再発行） 

第２９条 旅客は、ＩＣＯＣＡの盗難または紛失等による再発行の請求をすることはできない。 

２   前号にかかわらず、第６９条第２項の規定により他社の乗車券が付加されたＩＣＯＣＡは、

付加された乗車券が定期券の定期券の場合は、同条第３項の規定により、当該乗車券を付加

した当該他社において再発行を行う場合がある。 

３   第１項にかかわらず、小児用ＩＣＯＣＡの記名人が当該小児ＩＣＯＣＡを紛失した場合で、

別に定める申込書を地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条

件を満たす場合に限って紛失した小児用ＩＣＯＣＡに対して再発行登録を行うことにより使

用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から１４日以内に再発行を行う。  

（１） 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求

する旅客が当該小児用ＩＣＯＣＡの記名人本人又は代理人であることを証明できること。 

（２） 記名人の氏名、生年月日等の情報がＪＲ西のシステムに登録されていること。 

（３） 再発行を行う前に、取扱区間内の小児用ＩＣＯＣＡの処理を行う全ての機器に対して当該小

児用ＩＣＯＣＡの使用停止措置が完了していること。 

４   前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用ＩＣＯＣＡ１枚につき紛失再発

行の手数料５２０円とデポジット５００円を現金で収受する。 

５   当該小児用ＩＣＯＣＡの使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。 

６   第３項及び第４項の取扱いを行った後に、紛失した小児用ＩＣＯＣＡを発見した場合は、旅

客はこれを地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求す

ることができる。この場合、旅客が紛失した小児用ＩＣＯＣＡとともに別に定める申込書を

提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに

限って返却の取扱いを行う。 

７   第３項及び第４項の取扱いを行った場合、第６９条第２項に規定により、小児用ＩＣＯＣＡ

に付加された他社の乗車券は再発行されません。ただし、付加された乗車券が定期券の場合

は、同条第３項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合が

あります。 

 

（当社の免責事項） 

第３０条 紛失した小児用ＩＣＯＣＡの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用ＩＣＯＣＡの払

いもどしや第６９条第２項の規定により当該小児ＩＣＯＣＡに付加された他社の乗車券の払

いもどし、ＳＦの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。ただし、

当該損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除く。 

 

（障害再発行） 

第３１条 ＩＣＯＣＡ乗車券の破損等によってＩＣＯＣＡ乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能と

なった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を地

域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出したときは、その翌日から１４日以内に当該ＩＣ
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ＯＣＡ乗車券のＳＦ残額と同額の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印さ

れたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。 

２   前項の取扱いを行った場合、第６９条第２項の規定によりＩＣＯＣＡ乗車券に付与された他

社の乗車券は再発行できない。ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第３項の

規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合がある。 

 

（払いもどし） 

第３２条 旅客は、ＩＣＯＣＡ乗車券が不要となった場合は、これを地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い

窓口に差し出して、当該ＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦ残額（１０円未満のは数を切り上げ、１０

円単位とした額とする）の払いもどしを請求することができる。この場合、手数料として１

枚につき２２０円を支払うものとする。ただし、ＩＣＯＣＡ乗車券を所持する旅客が「別表

３－１」で定める所持資格を失ったＩＣＯＣＡ乗車券の払いもどしをする場合は、手数料を

収受しない。 

２   前項の規定により、ＩＣＯＣＡ乗車券を請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、

かつ公的証明書等の提示により、記名人本人であることを証明したときに限って払いもどし

を行う。 

３  前項の定めにかかわらず、当該ＩＣＯＣＡ乗車券の記名人本人が当社指定の方法により代理

人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提

示した場合に限って、代理人が払もどしを請求することができる。ただし、小児用ＩＣＯＣ

Ａで親権者等の法定代理人が払もどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人

本人との関係性証明したときは、記名人本人により委任を省略することができる。 

４   全各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却する。 

５   ＩＣＯＣＡ乗車券の払もどしを行うと、第６９条第２項の規定により付加された他社の乗車

券は無効となる。ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条３項の規定により、当

該定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合がある。 

 

（地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更）        

第３３条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ＩＣＯＣＡのＳＦ残額及びデポジットを引

き継いで地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更を申し出ることができる。 

２   ＩＣＯＣＡから地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更の申し出があったときは、次条の規定に

準じて当該ＩＣＯＣＡ上に定期乗車券の機能を付加することにより、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定

期券に変更する。 

３   旅客は変更に際して氏名、生年月日等の必要事項を別表○に定める購入申込書に記載し、提

出しなければならない。 

４   前各項により変更を行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがある。 
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（運行中止の場合の取扱方） 

第３４条 乗車Ｒ／Ｗによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号の１に定める

いずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができる。 

（１） 発停留所までの無賃送還 

この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。また、無賃送還後、発停留所での降車処理時に

はＩＣＯＣＡ乗車券の発停留所情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中停留所で

下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用する。 

（２） 発停留所に至る途中停留所までの無賃送還 

この場合は、発停留所から途中停留所までの片道普通ＩＣ旅客運賃相当額を途中停留所にお

いてＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦ残額から減算する。 

（３） 不通区間の別途旅行 

運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留

所から旅行中止停留所までの片道普通ＩＣ旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてＩＣ

ＯＣＡ乗車券のＳＦ残額から減算する。 

２   当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところ

による。 

 

第３章 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券 

 

（地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の所持資格） 

第３５条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券には、通勤定期券・通学定期券・シルバー定期券があり、その所

持資格は「別表３－２」に定めるものとする。 

２   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の購入に際しては、所定の申込書に定期券の種別、利用区間、氏

名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければならない。 

また、障害者割引設定の適用条件は「別表３－３」に定めるものとする。 

３   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の１４日前からとする。 

４ 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券購入のためだけの乗車に限り、最寄の地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券

取扱い窓口がある駅までの旅客運賃は無賃扱いとする。 

 

（発売） 

第３６条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の購入の申し出があったときは、旅客営業規則に定める定期乗車

券を付加した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発売する。     

２  旅客が所持するＩＣＯＣＡ乗車券、スマートＩＣＯＣＡと同一のカードに旅客営業規則に定

める地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発売することができる。（ただし、次の各号のＩＣＯＣＡ定

期券を除く。）この場合記名人と定期利用者は同一の旅客でなければならない。  

３ 小児用の地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の購入の申し出があったときは、当該小児が１２才とな

る年度の３月３１日までの間使用することができるＩＣカードを媒体として、前項の規定に
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より小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発売する。この場合記名人と定期利用者は同一の旅

客でなければならない。 

４ 旅客は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の発売に際して、氏名、生年月日、性別及びその他の必

要事項を購入申込書に記載し、提出しなければならない。また、旅客が購入する地域鉄道定

期券が小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券である場合は、購入申込書の提出に加えて、公的証

明書等の提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければならない。 

５   旅客は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならな

い。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書の提示により当該地域鉄道ＩＣ

ＯＣＡ定期券の定期利用者本人（小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券にあっては、定期利用者

本人又は代理人）であることを証明しなければならない。 

６   前項の取扱いを行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがある。 

 

（地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券内容控）       

第３７条 前条１項から３項により地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発売した場合および障害者割引サービ

スを適用したＩＣＯＣＡ乗車券を発行した場合は、当該ＩＣカードの情報を印字した内容控

を同時に発行する。      

２ 定期券内容控は旅客の覚えであり、定期乗車券の効力はない。   

３ 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の障害又は機器の故障により、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券が使用

できなくなった等、当社が認めた場合に限り当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券と定期券内容控

を提示することにより乗車をすることができる。 

４ 地域鉄道ＩＣＯＣＡを使用する場合は、当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の定期内容控を所持

するものとし、係員より提示を求められたときには、これを拒むことはできない。 

 

（運賃の減額等） 

第３８条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場

合は、当該乗車区間は別途乗車として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受す

る。 

この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者割引設定大人用定

期券」並びに「障害者割引設定介護用定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、「大人

用定期券」にあっては片道普通旅客運賃を収受する。 

２   券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の停留所相互を乗車するときは、前後の券面表示区

間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受する。 

３   券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗

車区間の片道普通旅客運賃を収受する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通

旅客運賃を、「障害者割引設定大人用定期券」並びに「障害者割引設定介護用定期券」にあっ

ては片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては片道普通旅客運賃を収受する。 
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４   前各号において、ＳＦ残額が減額しようとする運賃以上であるときはＳＦから減額する。こ

の場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者割引設定大人用定期

券」並びに「障害者割引設定介護用定期券」にあっては片道普通旅客運賃の半額を、「大人用

定期券」にあっては片道普通旅客運賃に第２２条に規定するＩＣＯＣＡ乗車券の運賃割引を

適用した割引後運賃を減額する。 

 

（定期券内容控再印字） 

第３９条 定期券内容控券面表示事項が不明となった地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券は、これを地域鉄道Ｉ

ＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、定期券内容控の再印字を請求することができる。 

 

（効 力） 

第４０条 第１６条の規定により発売した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券は旅客営業規則の定めにより取扱

う。 

２   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券は、記名人のみが使用することができる。  

３   第１６条の規定によりＳＦをチャージした地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券にあっては、地域鉄道

ＩＣＯＣＡ定期券の券面表示区間外又は券面表示の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌

日以降であっても第２５条の規定を準用して乗車することができる。 

 

（無効となる場合） 

第４１条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券は、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収する。この

場合デポジットは返却しない。 

（１） 定期利用者以外の者が使用した場合。 

（２） 定期区間外を乗車し、係員の承諾を得ずに降車した場合。 

（３） 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を

使用した場合。 

（４） 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を所持する旅客が「別表３－２」で定める所持資格を失った後に

当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を使用した場合 

（５）   その他不正乗車の手段として使用した場合  

２ 前項に該当する場合は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券に搭載された他の乗車券も回収する。 

３   第１項の規定により地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を無効として回収する場合は、第４８条２項

の規定によりＩＣＯＣＡに付加された他社の乗車券は無効となる。 

４   偽造、変造又は不正に作成された地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を使用した 場合は、前各

項の規定を準用する。 

 

（不正使用未遂の場合の取扱方） 

第４２条 偽造、変造又は不正に作成された地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を使用しようとした場 合は、

これを無効として回収する。 
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２   前項に規定するほか、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を不正乗車の手段として使用しようとした

場合は、これを無効として回収することがある。 

３   前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等） 

第４３条 第１項の規定により、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を無効として回収した場合は、第２８条及

び一般乗合旅客自動車運送事業運送約款第２８条により定められた旅客運賃・増運賃を収受

する。 

 

（紛失再発行） 

第４４条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の定期利用者が当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を紛失した場合で、

別に定める申込書を当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出したときは、次の各号

の条件を満たす場合に限って紛失した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券（ＳＦ残額がある場合は当

該ＳＦを含む。）の使用停止措置を行い、その翌日から１４日目以内に再発行を行う。 

（１） 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求

する旅客が当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の定期利用者本人（小児用地域ＩＣＯＣＡ定期券

にあっては、定期利用者本人又は代理人）であることを証明できること。 

（２） 定期利用者の氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていること。 

（３） 再発行を行う前に、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の処理を行う全ての機器に対して当該地域鉄

道ＩＣＯＣＡ定期券の使用停止措置が完了していること。 

２   前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券１枚につき

紛失再発行の手数料５２０円とデポジット５００円を現金で収受する。 

３   当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の使用停止の申し込みを受付けた後、これを取り消すことは

できない。 

４   第１項及び第２項の取扱いを行った後に、紛失した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を発見した場

合は、旅客はこれを地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却

を請求することができる。この場合、旅客が紛失した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とともに別

に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により定期利用者本人であることを証明

したときに限って返却の取扱いを行う。 

 

（障害再発行） 

第４５条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の破損等によって地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の処理を行う機器で

の取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に

定める申込書を地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出したときは、その翌日から１４

日以内に当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券（ＳＦ残額がある場合は当該ＳＦを含む。）の再発行

の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、

理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。 
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（地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とＩＣＯＣＡ定期券が同一のカードで発売されている場合の再交付） 

第４６条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とＩＣＯＣＡ定期券が同一のカードで発売されているＩＣＯＣＡ

乗車券を紛失再発行する場合、別に定める申込書を地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に

提出し、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した当該ＩＣＯＣＡ乗車券（ＳＦがある

場合は当該ＳＦを含む。）に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行う。その翌

日から１４日目以内にＩＣＯＣＡ定期券発売会社で再発行を申し出、ＩＣＯＣＡ定期券を再

発行後、当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口で地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の再交付を

行う。 

（１） 再発行登録を行うとき、再発行及び再交付を請求する旅客が記名人及び定期利用者本人（小

児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券にあっては、記名人及び定期利用者本人又は代理人） 

（２） 記名人及び定期利用者の氏名、生年月日等の情報が当社システムに登録されていること。 

２   前項により再交付の取扱いを行う場合は、再交付する地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券１枚につき

再交付手数料５２０円を現金で収受する。 

３   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とＩＣＯＣＡ定期券が同一のカードで発売されているＩＣＯＣＡ

乗車券を再発行する場合、別に定める申込書を当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に

提出したときに限り取り扱う。この場合、当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券に対して再発行登

録を行うことにより使用停止措置を行い、ＩＣＯＣＡ定期券を当該ＩＣＯＣＡ定期券発売会

社で障害再発行後に、当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口で記名人及び定期利用者の

氏名、生年月日等の情報が当社のシステムに登録されていることを条件に当社で地域鉄道Ｉ

ＣＯＣＡ乗車券の再交付を行う。 

４   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を付加するＩＣＯＣＡ乗車券を当社以外で再発行した場合は、第

１項、第２項及び第３項に準じて、当社で地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の再交付を行う。 

５   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とスマートＩＣＯＣＡが同一のカードで発売されているカードを

紛失再発行及び障害再発行する場合、スマートＩＣＯＣＡをＪＲ西の定める方法で再発行後

に第１項、第２項及び第３項に準じて、当社で地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の再交付を行う。 

 

（カードの交換）         

第４７条 当社、ＪＲ西及び第６９条に規定する他社の都合により、旅客が使用している地域鉄道ＩＣ

ＯＣＡ定期券を当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券裏面に刻印されているものと異なるカード番

号のＩＣＯＣＡに予告なく、交換することがある。     

２   前項により、交換されたカードはリードライターによる定期乗車券の読み取りができない。

その場合、当社窓口で定期利用者の氏名、生年月日等の情報が当社に登録されていることを

条件に地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の再交付を行う。 
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（当社の免責事項）        

第４８条 紛失した地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の使用停止措置が完了するまでの間に、当該地域鉄道Ｉ

ＣＯＣＡ定期券の払いもどしやＳＦの使用等で生じた損害については、当社はその責を負わ

ない。ただし当該損害が当社の故意又は重大な過失によって生じた場合は除く。 

 

（払いもどし） 

第４９条 旅客は、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券が不要となった場合は、これを当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ

定期券取扱い窓口に差し出して、払いもどしを請求することができる。 

この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該地域鉄道

ＩＣＯＣＡ定期券の定期利用者本人であることを証明したときに限って、次の各号により払

いもどしを行う。 

（１） 有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払い戻

す。この場合、ＳＦの払いもどしを同時に請求することができる。 

（２） 有効期間後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃

から使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払い戻す。この場合、ＳＦの

払いもどしを同時に請求することができる。 

（３） 前各号により取り扱う場合には、手数料として地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券１枚につき５２０

円を収受する。 

（４） 前各号の規定により払いもどしを行う場合には、デポジットを返却する。 

２   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これを当社窓口に

差し出して、当該定期乗車券の払いもどし及びＳＦ残額とデポジットを引き継いだＩＣＯＣ

Ａへの変更を請求することができる。 

３ ＳＦのみの払いもどしを請求することはできない。 

４   小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ乗車券を所持する旅客が１２才となる年度の３月３１日を超え、

小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡを使用することができなくなった場合は、ＳＦ残額（１０円未満

の端数を切り上げ、１０円単位とした額）及びデポジットのみの払いもどしを請求すること

ができる。この場合、小児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券に搭載した定期乗車券が有効である

場合に限り、ＩＣカード乗車券とは別の媒体に移し替えるものとし、第１項第３号に定める

手数料の収受は行わない。 

５   前各項にかかわらず、券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求が

あった場合は、各社窓口で地域鉄道定期情報の削除を行う。ただし、旅客が別に定める申込

書を提出し、かつ公的証明書の提示により当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の利用者本人（小

児用地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券にあっては、記名人本人又は代理人）であることを証明した

ときに限り、請求できるものとする。 

６ 第１項の定めにかかわらず、当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の利用者本人が当社指定の方法

により代理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証

明書等を提示した場合に限って、代理人が払もどしを請求することができる。ただし、小児

用地域鉄道ＩＣＯＣＡ乗車券にあっては、親権者等の法定代理人が払もどしを請求する場合
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で、公的証明書の提示により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委

任を省略することができる。 

７   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とＩＣＯＣＡ定期券が同一のカードで発売されているカードの払

いもどしは第２項により地域鉄道定期乗車券のみを請求できる。 

８   地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券とスマートＩＣＯＣＡが同一のカードで発売されているカードの

払いもどしは第２項により地域鉄道定期乗車券の未払いもどした後、ＪＲ西に申し出ること。 

９   前項にかかわらず、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を所持する旅客が「別表３－２」で定める所

持資格を失った当該地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の払いもどしをする場合（同時にＳＦを請求

する場合を含む。）は、手数料を収受しない。 

 

（運行中止の場合の取扱方） 

第５０条 券面表示が有効期間内の地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅

客が、乗車Ｒ／Ｗによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、一般乗合旅客自

動車運送事業運送約款第４０条及び第４１条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、ＳＦ

をチャージした地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券を所持し定期券内容控記載区間外を乗車する場合

又は定期券内容控記載の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する

場合は、第３４条の規定に準じて取り扱う。 

２   当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところ

による。 

 

第４章 ＩＣカード乗車券の他の施設利用 

 

（他の施設でのＩＣカード乗車券による利用の取扱方） 

第５１条 第８条の規定にかかわらず、当社乗合バス路線（高速バスを除く）以外で当社及びＪＲ西が

別に定めたＩＣカード乗車券が利用できる他の施設（以下、「他の施設」という。）において、

ＩＣカード乗車券による取扱いを行う。 

２ ＩＣカード乗車券が利用できる他の施設は次の通りとする。    

・伊予鉄道株式会社が運行する全線  

・その他、当社及びＪＲ西が認めた施設 

 

（他の施設における取扱い範囲等） 

第５２条 他の施設におけるＩＣカード乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによ

る。 

 

第５章 ＩＣＯＣＡへの障害者割引の設定 
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（ＩＣＯＣＡへの障害者割引の設定）       

第５３条 身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳の所持者から障害者割引を受け

る申し出があった場合は、当社の定めるところにより、ＩＣＯＣＡ乗車券に障害者割引の設

定をする。 

２   旅客は、障害者割引の設定に際して、身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福

祉手帳を提示のうえ、所定の申込用紙を提出しなければならない。 

３   旅客は、ＩＣＯＣＡに設定した氏名等の変更が必要となった場合は、これは当社地域鉄道Ｉ

ＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、氏名等の変更を申し出なければならない。 

この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により割引設定をしたＩＣ

ＯＣＡの記名人本人又は代理人であることを証明しなければならない。 

 

（障害者割引の更新） 

第５４条 障害者割引の設定には更新期限があり、更新期限は別表３－１に定めるものとする。更新期

限を過ぎた場合、当該ＩＣＯＣＡは使用できなくなる。 

 

（運賃の減額） 

第５５条 旅客が障害者割引を設定したＩＣＯＣＡを用いて乗車する場合、次の各号のとおり当該乗車

券区間の運賃を減額する。 

（１） 大人用ＩＣＯＣＡ ・・・片道ＩＣ普通運賃の半額 

（２） 小児用ＩＣＯＣＡ ・・・小児片道ＩＣ普通運賃の半額 

（３） 介護者用ＩＣＯＣＡ・・・片道ＩＣ普通運賃の半額 

 

（障害者割引設定ＩＣＯＣＡ内容控および身体障害者手帳等）     

第５６条 第５４条によりＩＣＯＣＡに障害者割引設定をした場合は、当該ＩＣＯＣＡの情報を印字し

た内容控を同時に発行する。 

２   内容控は旅客の覚えであり、乗車券の効力はない。 

３   障害者手帳割引設定をしたＩＣＯＣＡ乗車券を使用する場合は、当該ＩＣＯＣＡ乗車券の内

容控および身体障害者手帳、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳を所持するものとし、

係員より提示を求められたときには、これを拒むことはできない。 

 

（内容控えの再印字） 

第５７条 障害者割引を設定したＩＣＯＣＡの、内容控の表示事項が不明となったときは、これを当社

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、内容控の再印字を請求することができ

る。 

 

（効力） 

第５８条 第９条第１項の規定により使用する場合のＩＣＯＣＡの効力は、次の各号に定めるとおりと

する。 
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（１） 当該乗車券において、１回の乗車に限り有効なものとする。 

（２） 割引設定をしたＩＣＯＣＡは旅客営業規則に定める記名人のみが使用できる。 

（３） 途中下車の取扱いはしない。 

（４） 乗車後は、当日限り有効とする。 

 

（無効となる場合） 

第５９条 割引の設定をしたＩＣＯＣＡは、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収する。こ

の場合、デポジットは返却しない。 

（１） 旅行開始後のＩＣＯＣＡを他人から譲り受けて使用した場合。 

（２） その他不正乗車の手段として使用した場合。 

２   前項によるほか、割引設定をしたＩＣＯＣＡにあっては、次の各号の１に該当する場合は、

無効として回収する。 

（１） 記名人以外が使用した場合。 

（２） 使用資格・氏名・年齢等を偽って割引設定したＩＣＯＣＡを使用した場合。 

（３） 内容控記載事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。 

３   第１項および第２項に該当する場合は、ＩＣＯＣＡに搭載された他の乗車券も回収する。 

４   第１項および第２項の規定によりＩＣＯＣＡを無効として回収する場合は、第６９条第２項

の規定によりＩＣＯＣＡに付加された他社の乗車券は無効となる。 

５   偽造、変造又は不正に作成されたＩＣＯＣＡを使用した場合は、前各項の規定を準用する。 

 

（不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等） 

第６０条 前条に該当し使用した場合、旅客営業規則の定めにより、普通旅客運賃および割増運賃を収

受する。 

 

（紛失再発行） 

第６１条 旅客は、ＩＣＯＣＡの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできない。 

２   前項にかかわらず、第６９条第２項の規定により他社の乗車券が付加されたＩＣＯＣＡは、

付加された乗車券が定期券の場合は、同条第３項の規定により、当該定期券を付加した当該

他社において再発行を行う場合がある。 

３   第１項にかかわらず、障害者割引設定をしたＩＣＯＣＡの記名人が当該ＩＣＯＣＡを紛失し     

た場合で、別に定める申込書を当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出したときは、     

次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したＩＣＯＣＡに対して再発行登録を行うこと

により使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から１４日以内に再発行を行う。 

（１） 再発行登録および再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客

が当該割引設定をしたＩＣＯＣＡの記名人本人又は代理人であることを証明できること。 

（２） 記名人の氏名、生年月日等の情報が当社システムに登録されていること。 

（３） 再発行を行う前に取扱区間内のＩＣＯＣＡの処理を行う機器に対して当該ＩＣＯＣＡの使用

停止措置が完了していること。 
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４   前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する障害者割引を設定したＩＣＯＣＡ１枚

につき紛失再発行手数料５２０円とデポジット５００円を現金で収受する。 

５   第３項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできない。 

６   第３項および第４項の取扱いを行った後に、紛失したＩＣＯＣＡを発見した場合、旅客はこ

れを当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求する

ことができる。この場合、旅客が紛失したＩＣＯＣＡとともに別に定める申込書を提出し、

かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに限って、

返却の取扱いを行う。 

７   第３項および第４項の取扱いを行った場合、第６９条第２項の規定によりＩＣＯＣＡに付加

された他社の乗車券は再発行されない。ただし、付加された乗車券が定期券の場合には、同

条第３項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合がある。 

 

（当社の免責事項） 

第６２条 紛失した障害者割引を設定したＩＣＯＣＡの使用停止措置が完了するまでの間に当該ＩＣＯ

ＣＡや第６９条第２項の規定により当該ＩＣＯＣＡに付与された他社の乗車券の払いもどし、

ＳＦの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負わない。ただし、当該

損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除く。 

 

（障害再発行） 

第６３条 ＩＣＯＣＡの破損等によってＩＣＯＣＡの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、

その原因が故意によると認められる場合を除き、当該ＩＣＯＣＡのＳＦ残額と同額のＩＣＯ

ＣＡの再発行の取扱いを行う。 

２   前項の取扱いは、別に定める申込書を当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口に提出した

ときに限り取り扱う。この場合、当該ＩＣＯＣＡに対して再発行登録を行うことにより使用

停止措置を行い、その翌日から１４日以内に再発行を行う。 

３   第２項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如

何を問わず再発行の取扱いを行わない。 

４   第１項および第２項の取り扱いを行った場合、第６９条第２項の規定によりＩＣＯＣＡに付

加された他社の乗車券は再発行されない。ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同

条第３項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合がある。 

 

（払いもどし） 

第６４条 旅客は、ＩＣＯＣＡが不要となった場合には、これを当社地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い

窓口に差し出して当該ＩＣＯＣＡのＳＦ残額（１０円未満のは数は切り上げ、１０円単位と

した額とする。）の払いもどしを請求することができる。この場合、手数料としてＩＣＯＣＡ

１枚につき２２０円を支払うものとする。 
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２   前項の規定により障害者割引の設定をしたＩＣＯＣＡの払いもどしを請求する場合、旅客が

別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該ＩＣＯＣＡの記名人本人

であることを証明したときに限って払いもどしを行う。 

３   前項の定めにかかわらず、当該ＩＣＯＣＡの記名人本人が当社指定の方法により代理人に委

任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した

場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができる。ただし、親権者等の法定代理

人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人本人との関係性を証明

したときは、記名人本人による委任を省力することができる。 

４   前項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却する。 

５   ＩＣＯＣＡの払いもどしを行うと、第６９条第２項の規定により付加された他社の乗車券は

無効となる。ただし、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第３項の規定により、当該

定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合がある。 

６   ＩＣＯＣＡの払いもどしを行う窓口は当社が別に定める。 

 

（地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更） 

第６５条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ＩＣＯＣＡ乗車券のＳＦ残額およびデポジ

ットを引き継いで地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更を申し出ることができる。 

２   ＩＣＯＣＡから地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券への変更の申し出があったときは、次条の規定に

準じて当該ＩＣＯＣＡ上に定期乗車券の機能を付加することにより、地域鉄道ＩＣＯＣＡ定

期券に変更する。 

３   旅客は変更に際して氏名、生年月日等必要事項を別表○に定める申込書に記載し、提出しな

ければならない。 

４   前各項により変更を行う場合は、ＩＣカードを交換して取り扱うことがある。 

 

第６章 ＩＣカード乗車券の相互利用等 

 

（他社線でのＩＣＯＣＡ乗車券による乗車の取扱方）      

第６６条 第８条の規定にかかわらず、ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款に定める当社およびＪＲ西

以外の鉄道会社等（以下「他社線」という。）内においてＩＣＯＣＡ乗車券（障害者割引を適

用して発売した定期乗車券を搭載したＩＣＯＣＡ定期券を除く。以下同じ。）による乗車等の

取扱いを行う。 

２   前項の規定にかかわらず、障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＩＣＯＣＡ

定期券のうち、第６９条第２項の規定により他社の乗車券を付加されたＩＣＯＣＡ乗車券は、

当該他社線において、当該他社の乗車券による乗車等の取扱いを行う。 

３   当社がＩＣＯＣＡ乗車券へ設定した障害者割引は他社線では適用されない。 

 

（他社線内における取扱範囲等） 
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第６７条 他社線内におけるＩＣＯＣＡ乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条

件は、当該相互利用他社党の定めるところによる。 

２   前項による取扱いに必要な範囲で、当社は当該ＩＣＯＣＡ乗車券に関して当社が保有する個

人情報を当該他社に提供することがある。 

 

（相互利用他社等が発行したＩＣカード乗車券による乗車等の取扱方） 

第６８条 相互利用他社等が発行したＩＣカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なものについて

は、当社線内において乗車等の取扱いを行う。 

２   相互利用他社等が発行したＩＣカードのうち、当社と相互利用が可能なＩＣカード乗車券は

次のとおりとする。 

（１） 北海道旅客鉄道株式会社発行のＫｉｔａｃａ乗車券およびＫｉｔａｃａ定期乗車券（障害者

割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したＫｉｔａｃａ定期乗車券を除く。） 

（２） 株式会社パスモ発行のＰＡＳＭＯおよびＰＡＳＭＯ定期券（障害者割引を適用して発売した

定期乗車券を搭載したＰＡＳＭＯ定期券を除く。） 

（３） 東日本旅客鉄道株式会社発行のＳｕｉｃａ乗車券およびＳｕｉｃａ定期乗車券（障害者割引

を適用して発売した定期乗車券を搭載したＳｕｉｃａ定期乗車券を除く。） 

（４） 東京モノレール株式会社発行のモノレール Ｓｕｉｃａ乗車券およびモノレールＳｕｉｃａ

定期乗車券（障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールＳｕｉｃａ定

期乗車券を除く。） 

（５） 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいＳｕｉｃａ乗車券およびりんかいＳｕｉｃａ定期

乗車券（障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいＳｕｉｃａ定期乗車

券を除く。） 

（６） 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカおよびマナカ定期券（障害者割引を適用して発売

したマナカおよび障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除

く。） 

（７） 株式会社エムアイシー発行のｍａｎａｃａおよびｍａｎａｃａ定期券（障害者割引を適用し

て発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。） 

（８） 東海旅客鉄道株式会社発行のＴＯＩＣＡおよびＴＯＩＣＡ定期券（障害者割引を適用して発

売した定期乗車券を搭載したＴＯＩＣＡ定期券を除く。） 

（９） 株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ発行のＰｉＴａＰａカードであって当社が別に定めるもの。 

（１０） 福岡市交通局発行のはやかけんおよびはやかけん定期券（障害者割引を適用して発売したは

やかけんおよび障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除

く。） 

（１１） 株式会社ニモカ発行のｎｉｍｏｋａカードおよびｎｉｍｏｋａ定期乗車券（障害者割引を適

用して発売したｎｉｍｏｋａおよび障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したｎ

ｉｍｏｋａ定期券乗車券を除く。） 

（１２） 九州旅客鉄道株式会社発行ＳＵＧＯＣＡ乗車券およびＳＵＧＯＣＡ定期券（障害者割引を適

用して発売した定期乗車券を搭載したＳＵＧＯＣＡ定期券を除く。） 
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（１３） 東日本旅客鉄道株式会社発行のＷｅｌｃｏｍｅ Ｓｕｉｃａ（Ｓｕｉｃａ Ｌｉｇｈｔを含

む。）および株式会社パスモ発行のＰＡＳＭＯ ＰＡＳＳＰＯＲＴ 

３   前項に定める鉄道会社等が発行したＩＣカード乗車券で当社線において乗車等の取扱いをす

る場合は、第５条から第９条まで、第１１条、第１２条、第１６条から第１８条まで、第２

４条から第２８条まで、第２９条第１項、第２９条第２項、第３０条、第３８条、第４０条

から第４３条、第４５条までの規定およびＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款第３０条およ

び第３２条の規定を準用する。この場合、相互利用他社等が発行したＩＣカードを媒体とし

た定期乗車券についてはＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款の「ＩＣＯＣＡ定期券」の規定

を準用するものとし、ＩＣカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ＩＣＯ

ＣＡ」の規定を準用するものとする。ただし、第１８条に規定するＳＦ利用履歴の確認にあ

っては、当社内の利用履歴以外について表示および印字できないものがある。 

４   前項の定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式のＩＣカードを媒体としたス

トアフェアカードについては、ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款第３２条１項および第３

３条１項第６号の規定を準用する。 

５   第３項の定めにかかわらず、第２項第１３号に定めるＩＣカード乗車券で、当社線において

乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 第２４条および第２６条第２項第２号の規定は準用しない。 

（２） 当該のＩＣカード乗車券発行会社が定めるカード有効期限を超えて利用することができな

い。 

（３） 当該のＩＣカード乗車券発行会社発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員から請求が

あったときは、いつでも所持するレファレンスペーパーを提示しなければならない。 

   

第７章 ＩＣＯＣＡ乗車券の他社での発売 

 

（ＩＣＯＣＡ乗車券を発売する他社） 

第６９条 ＩＣＯＣＡ乗車券の発売は、ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款別表７および７の２に定め

る他社で行うことがある。 

２   ＩＣＯＣＡ乗車券には、ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款別表７の２に定める他社の乗車

券を付加することがある。 

３   他社におけるＩＣＯＣＡ乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定め

るところによる。 

 

（他社で発売するＩＣＯＣＡ乗車券の当社での取扱い） 

第７０条 ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款別表７に定める他社およびＪＲ西で発売したＩＣＯＣＡ

乗車券で、当社において乗車等の取扱いをする場合は、第５条から第９条まで、第１１条、

第１２条、第１６条から第１８条まで、第２４条から第２８条まで、第２９条第１項、第２
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９条第２項、第３８条、第４０条から第４３条まで、第４５条までの規定およびＪＲ西のＩ

Ｃカード乗車券取扱約款第３０条および第３２条の規定を準用する。 

２   ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款別表７に定める他社およびＪＲ西で発売した定期乗車券

を搭載したＩＣＯＣＡ乗車券については、当社で第４９条、第６４条に定める払いもどし、

第４４条、第４５条、第６１条および第６３条に定める再発行の取扱いはできない。ただし、

再発行登録、デポジット返却については、取り扱う。 

３   ＪＲ西のＩＣカード乗車券取扱約款別表７の２に定める他社で発売した定期券が付加された

ＩＣＯＣＡは、当社で払いもどし、再交付の取扱いはできない。ただし、再発行登録につい

ては取り扱う。    

 

附則 この規則は、２０２５年３月１８日から施行する。 

 

【地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券取扱い窓口】 

いよてつチケットセンター 

伊予鉄トラベル大街道営業所 

森松営業所・北条バスターミナル・川内バスターミナル 

 

【ＩＣＯＣＡ乗車券取扱い窓口】 

いよてつチケットセンター 

伊予鉄トラベル大街道営業所 

森松営業所・北条バスターミナル・川内バスターミナル 
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         別 表 

 

 

別表１－１ （第４条 ＩＣカード乗車券の種類：ＩＣＯＣＡ乗車券）   

    

種 類 対        象 

ＩＣＯＣＡ 

乗車券 

大人用 無記名式 一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券 

小児用 記名式  一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券 

障害者割引設定大人用 記名式 
障害者割引設定大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗

車券 

障害者割引設定小児用 記名式 
障害者割引設定小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗

車券 

障害者割引設定介護用 記名式 
障害者割引設定介護人（大人）の方を対象としたＳＦカードの機

能を持つ乗車券 

地域鉄道 

ＩＣＯＣＡ 

定期券 

通勤定期 

大人用  一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券 

小児用 一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券  

障害者割引設定大人用 
障害者割引設定大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定

期券  

障害者割引設定介護用 
障害者割引設定介護人（大人）の方を対象としたＳＦカードの機

能を持つ定期券 

通学定期 

大人用 通学を目的とする一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を

持つ定期券 

小児用 通学を目的とする一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を

持つ定期券 

障害者割引設定大人用 
通学を目的とする障害者割引設定の方を対象としたＳＦカードの

機能を持つ定期券 

シルバー定期 大人用 

８０歳以上（経過措置として１９５１年（昭和２６年）以前にお

生まれの方および運転免許を自主返納された方については７５歳

以上）の一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期

券 
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別表１－２ （第４条 ＩＣカード乗車券の種類：全国相互利用が可能なＩＣカード） 

  

種 類 全国相互利用が可能な事業者名 対 象 

Ｋｉｔａｃａ 北海道旅客株式会社  

 

 

ＳＦ機能を有しないＩＣカー

ド乗車券、特定割引を適用し

て発売したＩＣカード乗車券

及び発行局社が条件を付して

発行した場合でその条件を満

たさないものを除く。 

ＰＡＳＭＯ 株式会社パスモ 

Ｓｕｉｃａ 東日本旅客鉄道株式会社 

モノレール Ｓｕｉｃａ 東京モノレール株式会社 

りんかい Ｓｕｉｃａ 東京臨海高速鉄道株式会社 

ｍａｎａｃａ／マナカ 株式会社エムアイシー／株式会社名古屋交通開発機構 

ＴＯＩＣＡ 東海旅客鉄道株式会社 

ＰｉＴａＰａ 株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

はやかけん 福岡市交通局 

ｎｉｍｏｋａ 株式会社ニモカ 

ＳＵＧＯＣＡ 九州旅客鉄道株式会社 

 

別表２ （第１６条 チャージ：ＩＣＯＣＡ乗車券・第２１条 更新期限：ＩＣＯＣＡ乗車券） 

        

取 扱 機 器 １回あたりのチャージ取扱額 

ＩＣＯＣＡ乗車券取扱い窓口 

１，０００円単位でチャージすることができる。 

ただし、１枚あたりのＳＦ残高は２０，０００円を超え

ることはできない。 

 注：  

            

別表３－１ （第１９条 ＩＣＯＣＡ乗車券の所持資格）     

  

種 類 所 持 資 格 有 効 期 限 

ＩＣＯＣＡ 

乗車券 

ＩＣＯＣＡ 無記名式 な し な し 

小児用ＩＣＯＣＡ 記名式  小学生の方 １２才になる年度の３月３１日 

障害者割引設定 

ＩＣＯＣＡ 
記名式 

中学生以上の方で、身体障害者割引設定手

帳・療育手帳の交付を受けた方 
発売日（更新日） から６ヶ月 

障害者割引設定 

小児用ＩＣＯＣＡ 
記名式 

小学生の方で、身体障害者割引設定手帳・療

育手帳の交付を受けた方 
毎年４月１日 

障害者割引設定 

介護用 
記名式 

身体障害者割引設定手帳・療育手帳の交付を

受けた方の介護人として同一区間を同乗され

る場合のその介護人の方 

発売日（更新日） から６ヶ月 
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別表３－２ （第３３条 地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の所持資格）    

  

種 類 所 持 資 格  

地域鉄道 

ＩＣＯＣＡ 

定期券 

通勤定期 

大人用  なし 

小児用 ６歳以上１２歳未満（１３歳未満の小学校児童を含む）の方  

障害者割引設定大人用 
第１種身体障害者割引設定手帳・療育手帳の交付を受けた方が介護者と

同一の期間・区間を同乗される場合所持できる。  

障害者割引設定介護用 

第１種身体障害者割引設定手帳・療育手帳の交付を受けた方及び１２歳

未満の第２種身体障害者割引設定手帳・療育手帳の交付を受けた方の介

護者として同一の期間・区間を同乗される介護者   

通学定期 

大人用 

学校教育法第１条に規定された学校及び同法８２条・８３条に規定さ

れ、かつ当社が指定した学校の生徒であって通学証明書を提出された方

  

小児用 
地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の通学定期の発売条件に該当し、かつ６歳以

上１２歳未満（１３歳未満の小学校児童を含む）の方 

障害者割引設定大人用 

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券の通学定期の発売条件に該当し、かつ第１種

身体障害者割引設定手帳・療育手帳の交付を受け、介護者と同一の期

間・区間を同乗される場合の身体障害者割引設定の方 

シルバー定期 大人用 

８０歳以上（経過措置として１９５１年（昭和２６年）以前にお生まれ

の方および運転免許自主返納の証明書を提示された方については、７５

歳以上）の一般大人で、申し込みの際、年齢を証明する公的証明書（運

転免許証・健康保険証等）及び顔写真１枚を提示された方 

 

別表３－３ （第３３条 障害者割引設定などの割引適用条件一覧）    

  

種       類 適用者 割引率 

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券（通勤定期） 障害者割引設定本人・介護者 通勤定期券の半額  

地域鉄道ＩＣＯＣＡ定期券（通学定期） 障害者割引設定本人 通学定期券の半額  
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別表４（第６５条 定期券申込書の様式） 

 

 

性別

歳

住所 〒

市郡

通勤先、通学先（通学定期券の方は記入ください） 学年

電車
市内電車の場合は
○印で囲んで下さい

    　　年　　月　　日から １ ・ ３ ・ ６ ヶ月

する・しない
定期券の有効期間以外の残額利用

※しないを選ぶと、定期有効期間外はICカードリーダー
の利用ができなくなります。（後日変更可）

新規・継続・個人情報変更

市内電車全線

駅 ⇔　　　　駅間　

      男　・　女

生年月日(西暦)

年齢
お申し込み日　　　　　　年　　　月　 　日

　　　　　　　　　年 　　月 　　日

TEL

定期の種類(○印で選択してください) 乗 車 区 間

カナ

通　勤

通　学

（継続の場合は、お手持ちの定期期間終了の翌日を記入してください）

バス

紛失再発行の際カード
検索に使用します現金

・
クレジット

お支払

カード検索番号
※設定済みの場合は不要

通　学

夏休み通学

使用開始日
期 間

登録者本人以外の方はご利用いただけません。
万が一不正に使用された場合は所定の運賃・増運賃をいただきます。

ループバス
東南・久米・梅本・余戸・三津

⇔
乗換場所

(乗換が必要な場合のみ記入)

経由

シルバー定期（1ヶ月のみ）

学　期

通　勤

氏名

－

都 道

府 県



別表（1）

別表１(第４条)ＩＣカード乗車券の種類

記名式

無記名式

小児用 記名式 一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

障害者大人用 記名式 障害者大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

障害者小児用 記名式 障害者小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

障害者介護用 記名式

大人用

小児用

障害者大人用 障害者大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

障害者介護用

大人用

小児用

障害者大人用

障害者小児用

大人用

小児用

障害者大人用

障害者小児用

大人用

小児用

障害者大人用

障害者小児用

シルバー定期 大人用

当社が認める夏休み期間に通学を目的とする一般大人の方を対象と
したＳＦカードの機能を持つ定期券

対　　　　　　　　　　　　象

種　　　　　　　類 対　　　　　　　　　　　　象

大人用 一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

ＩＣい～カー
ド

通勤定期

障害者介護人(大人)の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

通学を目的とする障害者小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持
つ乗車券

当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする一般大人の方を
対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする一般小児の方を
対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする障害者大人の方
を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする障害者小児の方
を対象としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

通学を目的とする障害者大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持
つ乗車券

80歳以上(昭和26年以前生まれの方、および運転免許を自主返納され
た方については、75歳以上)の一般大人の方を対象としたＳＦカードの
機能を持つ定期券

ＩＣい～カー
ド　　　定期
券

通学定期

学期定期

夏休み通学定期

ＩＣい～カー
ド　　　定期
券

種　　　　　　　類

一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

障害者介護人(大人)の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ定期券

通学を目的とする一般大人の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ
定期券

通学を目的とする一般小児の方を対象としたＳＦカードの機能を持つ
定期券

当社が認める夏休み期間に通学を目的とする一般小児の方を対象と
したＳＦカードの機能を持つ定期券

当社が認める夏休み期間に通学を目的とする障害者大人の方を対象
としたＳＦカードの機能を持つ乗車券

当社が認める夏休み期間に通学を目的とする障害者小児の方を対象
としたＳＦカードの機能を持つ乗車券



別表（2）

別表２(第１６条)チャージ額

ＩＣい～カード取扱い窓口

自動チャージ機

バス車内

注：他社が発行したＩＣカード乗車券はチャージしない

別表３-１(第１９条)ＩＣい～カードの所持資格

記名式 中学生以上の方 なし

無記名式 なし なし

小児用 記名式 小学生の方 毎年４月１日

障害者大人用 記名式

障害者小児用 記名式

障害者介護用 記名式

取扱窓口 １回あたりのチャージ取扱額

１，０００円単位でチャージすることができる。
ただし、１枚あたりのＳＦ残高は３０，０００円を越えることは
できない。

種　　　　　　　類 所　持　資　格 更　新　期　限

大人用

中学生以上の方で、身体障害者手帳・療
育手帳の交付を受けた方

発売日から(更新日)
から６ヶ月

ＩＣい～カード

小学生の方で、身体障害者手帳・療育手
帳の交付を受けた方

毎年４月１日

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受け
た方の介護人として同一区間を同乗される
場合のその介護人の方

発売日から(更新日)
から６ヶ月



別表（3）

別表３-２(第３２条)ＩＣい～カード定期券の所持資格

大人用 なし なし

小児用 小学生の方 毎年４月１日

障害者大人用

障害者介護用

大人用 なし

小児用 毎年４月１日

障害者大人用

障害者小児用

通学定期

ＩＣい～カード定期券の通学定期大人用の発売条件
に該当する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を
受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及
び療育手帳の交付を受けた方

種　　　　　　　類

通勤定期

第１種身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方
及び１２歳未満の第２種身体障害者手帳の交付を受
けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される
介護者

所　持　資　格

ＩＣい～カード定期券の通学定期大人用の発売条件
に該当する中学生以上の方で、第１種身体障害者手
帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗さ
れる方、及び療育手帳の交付を受けた方

ＩＣい～カード定期券の通学定期大人用の発売条件
に該当する小学生の方

ＩＣい～カード
定期券

中学生以上の方で、第１種身体障害者手帳の交付を
受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及
び療育手帳の交付を受けた方

学校教育法第１条に規定する学校・幼稚園及び児童
福祉法第３９条及び当社の定める旅客および荷物営
業規則第２４条の規定に該当する学校に通学する中
学生以上の方

発売日から(更新日)
から６ヶ月

発売日から(更新日)
から６ヶ月

更　新　期　限

発売日から(更新日)
から６ヶ月

発売日から(更新日)
から６ヶ月



大人用 なし

小児用 毎年４月１日

障害者大人用

障害者小児用

大人用 なし

小児用 毎年４月１日

障害者大人用

障害者小児用

シルバー定期 大人用

当社が認める夏休み期間に利用され、かつＩＣい～
カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当
する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を受け、
介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育
手帳の交付を受けた方

発売日から(更新日)
から６ヶ月

80歳以上（ただし、昭和26年以前生まれの方、および
運転免許自主返納の証明書を提示された方につい
ては、75歳以上）の一般大人で、申込みの際、年齢を
証明する公的証明書（運転免許証・健康保険証等）
及び顔写真1枚を提示された方

なし

種　　　　　　　類 所　持　資　格 有　効　期　限

ICい～カード
定期券

学期定期

当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつ学
校教育法第１条に規定する学校・幼稚園及び児童福
祉法第３９条及び当社の定める旅客および荷物営業
規則第２４条の規定に該当する学校に通学する中学
生以上の方

当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつＩＣ
い～カード定期券の通学定期大人用の発売条件に
該当する小学生の方

当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつＩＣ
い～カード定期券の通学定期大人用の発売条件に
該当する中学生以上の方で、第１種身体障害者手帳
の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗され
る方、及び療育手帳の交付を受けた方

発売日から(更新日)
から６ヶ月

当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつＩＣ
い～カード定期券の通学定期大人用の発売条件に
該当する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を受
け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び
療育手帳の交付を受けた方

発売日から(更新日)
から６ヶ月

夏休み
通学定期

当社が認める夏休み期間に利用され、かつ学校教育
法第１条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第
３９条及び当社の定める旅客および荷物営業規則第
２４条の規定に該当する学校に通学する中学生以上
の方

当社が認める夏休み期間に利用され、かつＩＣい～
カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当
する小学生の方

当社が認める夏休み期間に利用され、かつＩＣい～
カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当
する中学生以上の方で、第１種身体障害者手帳の交
付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される
方、及び療育手帳の交付を受けた方

発売日から(更新日)
から６ヶ月



別表（4）

別表３-３(第３２条)障害者等の割引適用条件一覧

割引率 備考

第１種身体障害者 大人 大人通勤定期の３割引 介護人同伴のみ発行

介護者 大人通勤定期の３割引

第２種身体障害者 大人 なし

介護者 なし

第１種知的障害者 大人 大人通勤定期の３割引

介護者 大人通勤定期の３割引

第２種知的障害者 大人 大人通勤定期の３割引

介護者 大人通勤定期の３割引

第１種身体障害者 大人 大人通学定期の３割引 介護人同伴のみ発行

小児 小児通学定期の３割引 介護人同伴のみ発行

介護者 大人通勤定期の３割引

第２種身体障害者 大人 なし

小児 小児通学定期の３割引 介護人同伴のみ発行

介護者 大人通勤定期の３割引 １２歳未満の場合のみ発行

第１種知的障害者 大人 大人通学定期の３割引

小児 小児通学定期の３割引

介護者 大人通勤定期の３割引

第２種知的障害者 大人 大人通学定期の３割引

小児 小児通学定期の３割引

介護者 大人通勤定期の３割引

対象者

通勤定期
大口定期

ＩＣい～カード
定期券

種　　　　　　　類

通学定期
学期定期
夏休み通学定期


